
 

東部地区運営委員会だよりは、東部地区住民の皆様に向け、委員会の活動などをお知らせいたします。 

 

東部地区における共助除排雪を実施します 

東部地区運営委員会では、地域住民で助け合って

問題を解決する『共助』の仕組みを活用した除排雪

体制を構築し、今年度は『排雪』のみを実施するこ

ととしました。 

共助除排雪の費用や利用方法については、下記

をご確認ください。 

１ 費用 

◆１時間あたり８００円ご負担いただきます。 

(作業時間は排雪を行う量により異なります。作業終了後に作業員へお支払いください。) 

２ 利用方法 

利用には事前登録をしていただきます。事前登録は各町会長または葛川支所に

お申込みください。 

◆事前登録に必要な内容は、「氏名、住所、連絡先」です。 

◆事前登録いただいた世帯へ作業範囲や現場状況を確認するため、東部地区運営

委員会の委員が訪問させていただきます。 

◆排雪を希望する場合は、各町会長または葛川支所にお申込みください。 

※作業員の都合上、当日の作業のお申込みはできませんので、ご注意ください。 

３ 注意事項 

◆今年度の共助除排雪は、屋根の雪下ろしや除雪（間口や寄せ雪など）は作

業の対象外ですので、ご注意ください。 

◆近隣市町村に除排雪を頼める親族等がいる世帯は対象外となることがございます。 
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裏面に続きます。 



 

 

 

共助除排雪の作業員を募集します。 

本格的な運用に向け、東部地区運営委員会と一緒に共助除排雪作業にご協力い

ただける作業員を募集いたします。ご協力いただける方は、葛川支所にご連絡く

ださい。 

なお、作業員については東部地区運営委員会で傷害保険へ加入いたします。 

【共助除排雪作業員の報酬等】 

・作 業 報 酬：１,０００円（１時間あたり） 

・機械借上料：１,０００円（１時間あたり） 

(機械借上料は、作業員自己所有のトラックや除雪機を使用する場合) 

※報酬および機械借上料は、月締め・翌月支払いとなります。 

 

 

 

発 行：東部地区運営委員会 

問合せ先：政策推進課（５５－５７３７）または 葛川支所（５５－２５４４） 

令和６年度東部地区運営委員会だより（第２号） 
令和６年１２月１７日（火） 

東部地区運営委員会は、委員以外のご参加もお待ちしております。 

開催日については、下記問合せ先までお問い合わせください。 


